
報告第 10 号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 8 0条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和８年６月11日提出 

 

                        逗子市長 桐ケ谷  覚  



専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、損害賠償について、

次のとおり専決処分する。 

 

  令和８年５月12日 

 

                         逗子市長 桐ケ谷  覚  

 

１ 賠償の理由 

令和７年６月５日午後１時45分頃、逗子市逗子７丁目３番地内において、都市整備

課職員が運転していた公用車（ミツビシミニカ（横浜50ま98-48））が横断歩道前に停

車していた前方の被害者運転の車両に追突し被害者を負傷させたもので、本市が賠償

する責任を負う。 

 

２ 損害賠償の額 

  165,418円 

 

３ 賠償の相手方 

  逗子市桜山         

          

 


